
解答及び解説
※１０分を超えて復習する必要はありません。
※解答時間５分、復習時間１０分までとしてください。
※最後のページに回答一覧があります。

２０２５年度リスクマネジメント研修・予習シート（障害）



障害者虐待の
発生状況（令
和５年度）

厚生労働省「令和５年度都道府県・市区町村における障害者虐
待事例への対応状況等（調査結果）」



虐待防止法の
５つの類型
（障害者虐待
防止法２条７
項）

 一 障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行
を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること。

－身体的虐待

 二 障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつ
な行為をさせること。－性的虐待

 三 障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差
別的言動その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこ
と。－心理的虐待

 四 障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、当該
障害者福祉施設に入所し、その他当該障害者福祉施設を利用する他
の障害者又は当該障害福祉サービス事業等に係るサービスの提供を
受ける他の障害者による前三号に掲げる行為と同様の行為の放置そ
の他の障害者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。

－ネグレクト

 五 障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財
産上の利益を得ること。－経済的虐待



通報義務
（高齢者虐待
防止法２１条
１項）

 養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る通報等

第二十一条 養介護施設従事者等は、当該養介護施設従事者等が
その業務に従事している養介護施設又は養介護事業（当該養介護
施設の設置者若しくは当該養介護事業を行う者が設置する養介護
施設又はこれらの者が行う養介護事業を含む。）において業務に
従事する養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われ
る高齢者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報しな
ければならない。

⇒・施設職員（＝法人・事業所ではない）は、

・虐待を受けたと思われる（＝確証までは不要）高齢者を、

・市町村に通報する義務がある

⇒もっとも、通常は、事業所から市町村に連絡することになる。









刑事罰

①身体的虐待：刑法第199 条殺人罪、第204 条傷害罪、第208 
条暴行罪、第220 条逮捕監禁罪

②性的虐待：刑法第176 条不同意わいせつ罪、第177 条不同意
性交等罪（令和５年７月改正）

※性的姿態等撮影罪

③心理的虐待：刑法第222 条脅迫罪、第223 条強要罪、第230 
条名誉毀損罪、第231 条侮辱罪

④放棄・放置：刑法第218 条保護責任者遺棄罪

⑤経済的虐待：刑法第235 条窃盗罪、第246 条詐欺罪、第249 
条恐喝罪、第252 条横領罪

※ただし、刑法第244 条、第255 条の親族相盗例に注意。



総合支援法上
の定め

 （虐待の防止）

 第四十条の二 指定居宅介護事業者は、虐待の発生又はその再
発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければなら
ない。

 一 当該指定居宅介護事業所における虐待の防止のための対策
を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことがで
きるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果に
ついて、従業者に周知徹底を図ること。

 二 当該指定居宅介護事業所において、従業者に対し、虐待の
防止のための研修を定期的に実施すること。

 三 前二号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く
こと。



⚫ 障害者施設での職員による虐待は、年間（令和５年度）、約（ア、１２００件、イ、５００件、ウ、１００件）発生してい
る。

⚫ 障害者虐待防止法上、虐待の種類はいくつありますか？
答え （ ５ ）個

⚫ 同法上の、虐待類型全てを答えてください。
答え （ 身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待、経済的虐待 ）

⚫ 次の問題について、〇又は×で回答してください。
（ × ）虐待があるときは、通報義務があるが、虐待疑いのレベルでは通報義務はない
（ × ）虐待通報義務は、上司に報告する義務のことである
（ × ）本人に意思能力がなくても、親族の同意があれば、身体拘束は認められる
（ × ）故意がなければ、虐待に該当しない
（ × ）虐待防止法上、罰則がないから、虐待行為を行っても刑法に違反することはない

⚫ 総合支援法上、虐待防止措置として、次の義務が定められている。空欄を埋めてください。
（虐待の防止）

第三十七条の二 指定居宅介護事業者は、（ 虐待 ）の発生又はその（ 再発 ）を防止するため、次の各号に掲げる措置
を講じなければならない。

一 当該指定居宅介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する（ 委員会 ）（テレビ電話装置等を活用して行う
ことができるものとする。）を（ 定期的 ）に開催するとともに、その結果について、従業者等に周知徹底を図ること。
二 当該指定居宅介護事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための（ 研修 ）を定期的に実施すること。
三 前二号に掲げる措置を適切に実施するための（ 担当者 ）を置くこと。

２０２５年度リスクマネジメント研修・解答まとめ（障害）
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